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○ 予算の公表（財政課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく要措置区域の指定（水環境課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定の解除（水環境課） 

○ 埼玉県南児童相談所一時保護所給食調理等業務委託に関する落札者等の公示（南児童相

談所） 
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○ 保安林の指定の解除予定（森づくり課） 
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○ 埼玉県立文書館収蔵資料（重要文化財等）総合管理業務委託に関する落札者等の公示（文

書館） 

○ 建築基準法第 42条第１項第４号に基づく道路の指定（川越建築安全センター） 

○ 建築基準法第 42条第１項第４号に基づく道路の指定の取消し（川越建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 建築基準法第 42条第１項第５号に基づく道路の位置の指定（越谷建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（越谷建築安全センター） 

正誤 
○ 埼玉県条例第 28号中訂正（防犯・交通安全課） 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
六
号 

埼
玉
県
議
会
平
成
二
十
九
年
九
月
定
例
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
た
平
成
二
十
九
年
度
埼
玉
県
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
を
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 
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      平成２９年度埼玉県一般会計補正予算（第２号） 

 平成２９年度埼玉県一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,647,844千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,869,156,978千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 



第１表 歳入歳出予算補正 

 歳  入 （単位 千円）  

 
款 項  補 正 前 の 額    補 正 額  計 

7 分 担 金 及 び 負 担 金     2,816,790  16,458  2,833,248  

   2 負 担 金  2,524,859  16,458  2,541,317 

9 

 

国 庫 支 出 金 

 

 

 

   162,470,970  843,116  163,314,086  

2 国 庫 補 助 金  41,084,562  843,116  41,927,678 

13 繰 越 金     545,407  91,270  636,677 

1 繰 越 金  545,407  91,270  636,677 

14 諸 収 入     34,475,210  15,000  34,490,210 

4 受 託 事 業 収 入  3,208,479  15,000  3,223,479 

15 県 債     245,430,000  682,000  246,112,000 

1 県 債  245,430,000  682,000  246,112,000 

歳 入 合 計 1,867,509,134  1,647,844  1,869,156,978 

  



 歳  出 （単位 千円）  

 款 項  補 正 前 の 額    補 正 額  計 

3 民 生 費     351,198,935  49,715  351,248,650 

   2 児 童 福 祉 費  76,946,752  49,715  76,996,467 

8 土 木 費     119,525,221  1,532,169  121,057,390 

   2 道 路 橋 り ょ う 費  47,100,359  1,281,084  48,381,443 

   3 河 川 費  29,068,592  77,000  29,145,592 

   4 都 市 計 画 費  30,723,493  174,085  30,897,578 

10 教 育 費     486,938,971  65,960  487,004,931 

   1 教 育 総 務 費  59,813,141  65,960  59,879,101 

歳 出 合 計 1,867,509,134  1,647,844  1,869,159,978 

 



 第２表 地方債補正  
 
  変  更                                                                                                        （単位 千円） 

起 債 の 目 的 
補      正      前 補      正      後 

限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利  率 償還の方法 

ど

う

ろ

道 路 事 業  5,287,000  

普通貸借又は証券

発行（他の地方公

共団体との共同発

行を含む。）。た

だし、発行価格が

額面金額を下回る

ときは、その発行

価格差減額をうめ

るため必要な金額

を限度額に加算し

た金額とすること

ができる。    

  10％以内。ただ

し、利率見直し

方式で借り入れ

る資金につい

て、利率の見直

しを行った後に

おいては、当該

見直し後の利率

とする。 

  政府資金について

はその融通条件に

より、銀行その他

の場合はその債権

者と協定した融通

条件による。ただ

し、県財政の都合

により据置期間を

短縮し、若しくは

繰上償還又は低利

に借り換えること

ができる。 

  

5,865,000

      

 

 

    

 
砂 防 事 業  318,000  同 上

  
同 上

  
同 上

  
357,000

     

 
街 路 事 業  1,563,000  同 上

  
同 上

  
同 上

  
1,628,000

     

  

（  補正前に同じ。） 

（ 同     上 ） 

（ 同     上 ） 
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県
告
示
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千
百
十
七
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土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 
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一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
坂
戸
市
け
や
き
台
九
百
九
十
二
番
一
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 



 

 別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
八
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る

た
め
当
該
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い

う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

要
措
置
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
坂
戸
市
け
や
き
台
九
百
九
十
二
番
一
の
一
部
及
び
九
百
九
十
二
番 

 

三
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
ず
べ
き
指
示
措
置 

 
 

地
下
水
の
水
質
の
測
定 



 

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
十
九
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り
全
部
解

除
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
戸
田
市
下
戸
田
二
丁
目
三
十
一
番
二
の
一
部
、
三
十
一
番
四
の
一 

 

部
、
三
十
一
番
五
の
一
部
、
三
十
一
番
七
の
一
部
、
三
十
一
番
十
四
の
一
部
、
三
十
一
番
十
六 

 

の
一
部
、
三
十
一
番
十
七
の
一
部
、
三
十
一
番
十
八
の
一
部
、
三
十
一
番
十
九
の
一
部
、
三
十 

 

一
番
二
十
の
一
部
及
び
三
十
一
番
二
十
一
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素 

 

及
び
そ
の
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有 

 

害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

四 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 



形質変更時要届出区域の
指定を解除する区画

【格子の回転角度（８７度４６分１秒）】

格子の回転角度は、起点を通り、東西方向及び南北方向に引い
た線並びにこれらと平行して１０ｍ間隔で引いた線により構成さ
れている格子を、起点を中心として、右回りに回転させた角度を
示す。

別図

既に指定が解除された区画

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県南児童相談所一時保護所給食調理等業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県南児童相談所総務担当 埼玉県川口市芝下１丁目１番56号 

３ 落札者を決定した日 

  平成29年９月８日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社レパスト 東京都中央区銀座７丁目13番８号 

５ 落札金額 

  33,825,600円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年７月21日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
吉
川 

 
 

 

埼
玉
県
吉
川
市
栄
町
七
百
九
十
七
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

常
陰
均 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
橋
本
勝 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

代
表
取
締
役
社
長 

岩
崎
高
治 

 
 

 
 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
二
丁
目
六
番
三
号 

 
 

 
 

 

コ
ー
ナ
ン
商
事
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

疋
田
耕
造 

 
 

 
 

 

大
阪
府
堺
市
西
区
鳳
東
町
四
丁
目
四
百
一
番
地
一 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ラ
イ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン 

代
表
取
締
役
社
長 

岩
崎
高
治 

 
 

 
 

 

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
二
丁
目
六
番
三
号 

 
 

 
 

 

コ
ー
ナ
ン
商
事
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

疋
田
直
太
郎 

 
 

 
 

 

大
阪
府
堺
市
西
区
鳳
東
町
四
丁
目
四
百
一
番
地
一 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
十
月
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
二
十
日
ま
で 



三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
二
十
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
二
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

馬
宮
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 

理
事 

金 

子 
 

 

保 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
西
区
大
字
西
遊
馬
五
百
六
十
六
番
地 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
三
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

入
間
第
一
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の

と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

所 

 

理
事 

鎌 

北 
 

 

隆 
埼
玉
県
入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
大
谷
木
八
百
四
十
一
番
地 

 

同 
 

柴 

﨑 

寿 

男 

同 
 

同 
 

同 
 

 

同 

西
戸
七
百
五
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
四
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た

の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

埼
玉
県
秩
父
郡
長

町
大
字
岩
田
字
大
於
登
呂
一
一
三
九
の
六 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

道
路
用
地
と
す
る
た
め 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
五
号 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
九
年
十
月
十
五
日
付
け
で
、
次
の
と
お
り
免
許
を
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

有
限
会
社
オ
ー
ク
リ
エ
イ

ト 商
号
又
は
名
称 

大
川
内
叔
久 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
三
郷
市
三
郷
二
丁
目
二

番
地
十
九
サ
ク
セ
ス
ビ
ル
三
〇

二 主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
二
十
六
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県立文書館収蔵資料（重要文化財等）総合管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県立文書館総務担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂４丁目３番18号 

３ 落札者を決定した日 

  平成29年８月18日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ワンビシアーカイブズ 東京都港区虎ノ門４丁目１番28号 

５ 落札金額 

  60,433,236円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成29年６月23日 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
十
一
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

 



 

第
三
号 

指

定

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指

定

に

係

る 

道

路

の

種

類 

平
成
二
十
九
年 

 

十
月
二
日 

 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
三
百
二
十
一
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
百
二
十
三
番
二
ま
で 

 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
百
五
十
三
番
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
六
十
三
番
ま
で 

 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
四
百
八
十
三
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
百
八
十
四
番
ま
で 

 
埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
四
百
二
十
九
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
百
四
十
三
番
二
ま
で 

 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
三
百
三
十
四
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
百
三
十
九
番
四
ま
で 

 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
五
百
二
十
九
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
百
八
十
番
ま
で 

 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
五
百
八
十
番
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
百
九
十
三
番
八
ま
で 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

百
三
十
七
・
五 

  

百
十
三
・
〇 

  

三
十
五
・
〇 

  

百
三
十
五
・
〇 

  

六
十
六
・
〇 

  

百
六
十
五
・
六 

  

八
十
四
・
七 

 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

九
・
〇 

  

四
・
〇 

  

四
・
〇 

  

四
・
〇 

  

四
・
〇 

  

十
二
・
〇
か
ら 

 
 
 
 

十
六
・
〇 

 

九
・
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
十
二
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
七
年
十
月
十
九
日
第
十
一
号
及
び
平
成
十
五
年
六
月
十
九
日
第
八
号
で
指
定
を
し

た
道
路
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

 



 

第
三
号 

取

消

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
の
取
消
し
に 

係
る
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
九
年 

 

十
月
二
日 

 

指
定
の
取
消
し
の 

年

月

日 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
五
百
二
十
九
番
一
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
百
八
十
番
ま
で 

 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
五
百
九
十
一
番
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
百
九
十
三
番
八
ま
で 

指

定

の

取

消

し

に

係

る

道

路

の

位

置 

百
六
十
五
・
六 

  

五
十
九
・
〇 

 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

十
二
・
〇
か
ら 

 
 
 

十
六
・
〇 

 

四
・
〇
か
ら 

 
 
 

九
・
〇 

指

定

の

取

消

し

に 

係

る

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
十
四
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
八
〇
〇
五
三
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
十
六
日 

 
 

川
建
セ
第
二
九
〇
〇
二
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
赤
沼
字
亀
ノ
甲
塚
六
百
五
十
七
番
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
板
井
千
四
百
十
九
番
地
三 

ブ
ル
ッ
ク
ガ
ー
デ
ン

二
〇
二 

 
 

戸
部 

剛 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
九
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

渡 

辺 

賢 

司 
 

 
 



 

第
二
号 

指

定

番

号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

平
成
二
十
九
年
十

月
十
日 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
字
志
久
四
千
三
百

三
十
七
番
三 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

三
十
四
・
〇
二 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

五
・
〇
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

渡 

辺 

賢 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
八
〇
〇
三
〇
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
月
十
六
日 

 
 

越
建
セ
第
二
三
二
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
沼
端
二
百
九
十
六
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
本
田
五
丁
目
十
七
番
六
号 

一
号
棟 

 
 

岩
崎 

智
一 



正

誤 

  
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八
号
（
平
成
二
十
九
年
十
月
十
七
日
第
二
千
九
百
四
十
四
号
）
中
訂
正 

 

ペ
ー
ジ 

行 

一 
 

 

前
か
ら
七 

 

誤 

 
 

 

埼
玉
県
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

正 

 
 

 

埼
玉
県
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
自
転
車
の
安
全
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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